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     はじめに 

 

 

 本市は東京圏に近接しながら、豊かな自然環境と都市機

能が調和し、地価も比較的安価でありますことから、子育て

世代やシルバー世代などの定住の地にふさわしい環境が整っ

た『まち』として発展してきております。 
 しかしながら、超長寿社会を迎え、少子化や人口減少が全

国の地方都市で深刻な課題として顕在化し、さらにはハイブ

リット化や自動制御機能の登載などの性能向上もあり、ます

ます車社会の進展が著しい中、本市におきましても、鉄道や

バスといった地域を支える公共交通を取り巻く環境は、日々

厳しさを増してきております。 

 また、一方では、平成２８年度に実施しましたまちづくり

市民アンケート結果からも、優先的･重点的に取り組んでほしいものとして「鉄道やバス

など公共交通機関の利便性向上」を望む声が最も多くなっていますように〔１８．６％

（平成２６年度実施時は１７．６％）〕、多様化する市民ニーズへの対応や、通勤・通学

者、そして高齢者の移動手段の確保など、地域公共交通に求められる期待や役割は、益々

高まりを見せているところです。 

 このような状況を踏まえ、本計画では、まちづくりと一体となった利便性の高い地域公

共交通網の形成に向けた基本的な方向性を示すとともに、４つに分散する市街地間の円滑

な移動や、通勤・通学を中心とした広域的な移動など、利用者の視点に基づいたさまざま

な施策･事業を位置付けております。 

 今後は、本計画に基づき、自家用車への過度の依存から脱却し、より多くの方に利用し

ていただける地域公共交通網の形成に向けて、計画的に取り組んでまいりますので、市

民、事業者、関係機関の皆様の一層のご理解、ご協力をお願い申し上げます。 

 最後に、本計画の策定に当たりまして、専門的なお立場などから貴重なご意見をいただ

きました龍ケ崎市地域公共交通協議会の委員の皆様をはじめ、各種アンケート調査にご協

力いただきました皆様に、心より感謝申し上げます。 

 

 

                    平成２９年３月 

                              龍ケ崎市長 中 山 一 生 
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１．計画策定の背景及び目的 

１－１ 地域公共交通網形成計画とは 

平成19年10月1日に「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」が施行され、地域公共

交通の活性化・再生に関して、地域の関係者が連携して取り組むための制度が確立されまし

た。その後、改正された同法が平成26年11月20日に新たに施行され、地方公共団体が中心とな

って地域公共交通網を形成する取組みを支援する制度が強化されました。 

その取組みを進める上で中核を成すのが、市町村を中心とした地域の関係者で構成する協議

会（法定協議会）と、協議会が策定する「地域公共交通網形成計画」となります。地域公共交

通網形成計画は、地域公共交通ネットワーク全体をまちづくりと連携して一体的に形づくり、

持続させるために、様々な事業を定める計画です。 

 

 

１－２．計画策定の背景及び目的 

現在、本市の地域公共交通＊1は、ＪＲ常磐線、関東鉄道竜ヶ崎線、路線バス、コミュニティバ

ス＊2、乗合タクシー＊3等が運行しており、市民の足として利用されています。 

しかしながら、自家用車利用への高度依存や少子高齢化がもたらす通勤・通学利用者の減少な

どにより、安定的な運行を旨とする地域公共交通サービスの安定的提供が非常に厳しくなって

います。 

一方、社会の高齢化が進む中で自家用車の利用が出来ない方々が増えつつあることや、環境対

策面からの過度な自家用車利用の抑制など、持続可能な都市経営における地域公共交通の重要

性は、今後、ますます大きくなると言えます。 

このような状況の下、本市においては、都市交通に関する基本的な方針や将来の都市交通のあ

り方について平成14年に策定した『龍ケ崎市都市交通マスタープラン』と、既存の地域公共交通

の有効利用や新たな地域公共交通体系の構築を目的に平成23年に策定した『龍ケ崎市地域公共

交通総合連携計画』に基づき、地域公共交通の維持・活性化のため、各種事業に取り組んできま

したが、いずれも計画年次が平成28年度で満了となります。 

国においては、平成25年12月に「交通政策基本法＊4」が成立し、平成26年11月には「地域公共

交通の活性化及び再生に関する法律」の改正が行われ、人口減少社会における地域社会の活力の

維持・向上のために地方公共団体が中心となって、関係者との合意の下、まちづくり等の地域戦

略と一体で持続可能な地域公共交通を形成することの重要性が示されました。 

こうしたことから、計画期間満了となる２つの交通計画を整理するとともに市民の移動特性

やニーズを把握し、まちづくりと一体となった地域にとって望ましい地域公共交通網の実現に

向け、本市の新たな交通計画として『龍ケ崎市地域公共交通網形成計画（以下、本計画という）』

を策定するものです。 

 

  
*1 地域公共交通：鉄道やバスなど、不特定多数の人の利用が可能で、人の移動を支える交通機関又は交通手段。 

*2 コミュニティバス：市町村などの自治体が、住民の移動手段を確保するために運行するバス。 

*3 乗合タクシー：公共交通空白地帯の移動手段として、民間タクシー事業者の車両を活用し、自宅と目的地、目的地

と目的地を送迎しコミュニティバスを補完する交通システム。 

*4 交通政策基本法：交通政策に関する基本理念やその実現に向けた施策、国や自治体等の果たすべき役割などを定め

る基本的な法律。 
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１－３．計画の区域及び計画期間 

（１）計画の区域 

計画対象区域は、龍ケ崎市全域とします。 
 
    ■計画の区域 

 

 

 

（２）計画期間 

 計画期間は、上位計画（「ふるさと龍ケ崎戦略プラン＊」）の計画期間との整合性を考慮し、

平成 29 年度から令和 4年 12 月の概ね６年間とします。 

 
 

■本計画と上位計画の計画期間 
平成 

23年度 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

2年度 

令和 

3年度 

令和 

4年度 

            

            

 

 

  

* ふるさと龍ケ崎戦略プラン：本市におけるまちづくりの基本方向を示す最上位計画。 

 

龍ケ崎市 

佐貫駅 

竜ヶ崎駅 

Ｊ
Ｒ

常
磐

線
 茨城県 

ふるさと龍ケ崎戦略プラン 
（H24～H28） 

第２次ふるさと龍ケ崎戦略プラン 
（H29～R4.12） 

地域公共交通総合連携計画 
（H23～H28） 

本計画（H29～R4.12） 
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１－４．計画の位置づけ 

 
【上位計画】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ふるさと龍ケ崎戦略プラン 

（まちづくりの基本方向） 

龍ケ崎市都市計画マスタープラン＊ 

（都市計画に関する基本的な方針） 

龍ケ崎市都市交通マスタープラン 

（将来の都市交通のあり方） 

平成 29 年３月まで 

龍ケ崎市地域公共交通総合連携計画 

（新たな公共交通体系を構築） 

平成 29 年３月まで 

 

龍ケ崎市地域公共交通網形成計画 

平成 29 年４月から 

法的位置づけ 

地域公共交通の活性化 

及び再生に関する法律 

* 龍ケ崎市都市計画マスタープラン：都市計画法第 18条の 2に位置付けられている本市の都市計画に関する基本的な方針を明らか

にするための計画。 
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２．地域公共交通に関わる現況 

２－１．地域特性 

（１）本市の位置及び都市構造 

・本市は、都心より北東に約 50km、茨城県の南部に位置し、東は稲敷市、西は取手市、南は

利根町、北は牛久市に接しているほか、筑波研究学園都市と成田国際空港の中間に位置し

ています。 

・本市は、以下の４つの市街地から構成されています。 

〇龍ケ崎地区：関東鉄道竜ヶ崎駅を中心とした市街地 

〇佐貫地区 ：ＪＲ常磐線佐貫駅を中心とした市街地 

〇北竜台地区：昭和 52年からの特定土地区画整理事業＊で整備され、竜ヶ崎ニュータウ

ンの西側の地区として形成 

〇龍ヶ岡地区：昭和 52年からの特定土地区画整理事業で整備され、竜ヶ崎ニュータウン

の東側の地区として形成 

   ■本市の位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ■本市の都市構造 
資料: 龍ケ崎市都市計画マスタープラン 

龍ヶ岡地区 

龍ケ崎地区 

北竜台地区 

佐貫地区 

* 特定土地区画整理事業：「大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法」に基づいて土地区画整理促進区域内で

行なう土地区画整理事業で、集合農地区や共同住宅区の設定、申し出換地など、一般の土地区画整理事

業と比較して各種特例が設けられている。 
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（２）人口動向 

・本市の人口は、平成 28 年 4 月 1 日現在 78,568 人であり、平成 25 年までは微増傾向でし

たが、それ以降は微減傾向となっています。 

・高齢化は進み、平成 28 年の高齢化率は 25.1％となっています。 

・地区別の人口推移については、龍ヶ岡地区の人口は増加していますが、他の地区において

は、横ばいで推移しています。 

・地区別に人口及び高齢化率をみると、人口が一番多い地区は北竜台地区となっています。

高齢化率については、龍ヶ岡地区の高齢化率が一番低く、11.8％となっており、次いで北

竜台地区、馴柴地区の順となっています。他の地区においては、いずれも高齢化率が 30％

を超えており、長戸地区の高齢化率が 37.2％で一番高い状況です。 

  ■人口・高齢化率の推移 

 
 

  ■地区別人口の推移 

 
 

78,648 79,025 78,979 79,199 79,231 79,309 79,269 78,865 79,581 79,200 78,941 78,568 

14.8 15.5 16.3 17.1 18.1 18.8 19.3 
20.5 

21.6 
22.9 

24.0 
25.1 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

平成17年平成18年平成19年平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年平成27年平成28年

（%）（人）

人口 高齢化率

16,128 

14,140 15,215 

15,296 

3,678 3,203 

2,198 1,782 

4,145 
3,472 3,728 
2,979 

3,967 3,600 

20,351 20,052 

9,238 

14,044 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年

（人）

龍ケ崎地区

馴柴地区

八原地区

長戸地区

大宮地区

北文間地区

川原代地区

北竜台地区

龍ヶ岡地区

資料：住民基本台帳＊（各年４月１日現在） 

資料：住民基本台帳（各年４月１日現在） 

* 住民基本台帳：市町村長又は特別区区長が、住民全体の住民票を世帯ごとに編成し作成する公簿。 
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 ■地区別人口及び高齢化率 

高齢化率 

30％～ 

20～29.9％ 

～19.9％ 

資料：住民基本台帳（平成 28 年４月１日現在） 

龍ケ崎地区 

人口  ：14,140 人 

高齢化率：31.9％ 

北竜台地区 

人口  ：20,052 人 

高齢化率：21.7％ 
龍ヶ岡地区 

人口  ：14,044 人 

高齢化率：11.8％ 

馴柴地区 

人口  ：15,296 人 

高齢化率：27.0％ 

川原代地区 

人口  ：3,600 人 

高齢化率：31.7％ 

北文間地区 

人口  ：2,979 人 

高齢化率：34.0％ 

大宮地区 

人口  ：3,472 人 

高齢化率：35.5％ 

長戸地区 

人口  ：1,782 人 

高齢化率：37.2％ 

八原地区 

人口  ：3,203 人 

高齢化率：33.6％ 



- 7 - 
 

（３）交通流動 

  ①全目的による流動 

・市内間の流動が最も多く、隣接する市町では牛久市、取手市間、県外では東京都との流

動が多くなっています。 

・東京都へは鉄道が多く、千葉県・周辺市町及び市内への移動は自動車が主な手段となっ

ています。 

・市内の鉄道への端末交通手段は、関東鉄道竜ヶ崎駅へは徒歩が最も多く、次いで自動車

となっています。ＪＲ常磐線佐貫駅へは自動車、徒歩の順で多くなっています。 

   ■本市から周辺市町村との流動  

 
 

 

■本市と各方面間における代表交通手段割合    ■鉄道駅における端末交通手段割合 

 
 

資料：第５回（平成 20 年度）東京都市圏パーソントリップ調査＊ 

資料：第５回東京都市圏パーソントリップ調査 資料：第５回東京都市圏パーソントリップ調査 

関東鉄道 

竜ヶ崎駅 

ＪＲ常磐線 

佐貫駅 

* 東京都市圏パーソントリップ調査：東京都市圏において「どのような人が」「どのような目的で」「どこからどこへ」「どのような

交通手段で」移動したかなどを把握する調査。 
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②通勤・通学による流動 

・通勤・通学による市外への流出人口（23,718 人）が、市外からの流入人口（12,761 人）

よりも多いため、昼間人口＊1は、夜間人口＊2よりも少なくなっています。 

・市外への通勤・通学先としては、近隣では取手市・牛久市・つくば市が多く、さらに東京

都・千葉県が多くなっています。一方、市外からの流入は、牛久市・取手市・稲敷市が多

くなっています。 

   ■通勤・通学流動人口 

 
   ※従業地・通学地「不詳」で、当地に常住している者を含む。 

                                  資料：平成22年国勢調査 
   ■通勤・通学流動 

 

   

  

夜間人口

80,334人

市外へ
23,718人

市外から
12,761人

昼間人口

69,377人

凡例

市内常住者従業・通学者

市外常住者従業・通学者

市内に従業・通学

28,466人(※）

従業も通学もしていない
28,150人

資料：平成 22 年国勢調査 

*1 昼間人口：常住人口に他の地域から通勤してくる人口（流入人口）を足し、さらに他の地域へ通勤する人口（流出人口）を引い

た人口。 

*2 夜間人口：夜間に常住する人口。 
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③私事目的による流動 

・買い物等の私事目的による流動においては、市内間の流動が最も多くなっています。 

・市外との流動においては、隣接する牛久市、取手市間が多くなっており、県外では千葉

県との流動が多くなっています。 

  ■私事目的による流動 

 
 

 

 

  

資料：第５回東京都市圏パーソントリップ調査 
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（４）市内における公共施設等の立地状況 

・人口が集積している龍ケ崎地区、馴柴地区、北竜台地区、龍ヶ岡地区に公共施設等の主

要施設が多く立地しており、とくに、行政施設は龍ケ崎地区に集積しています。 

   ■市内における公共施設等 

 
資料：龍ケ崎市 HP 

施設区分 № 施設名 施設区分 № 施設名

公共施設 1 龍ケ崎市役所 小中学校 48 龍ケ崎小学校

2 龍ケ崎市役所第二庁舎 49 龍ケ崎西小学校

3 市役所西部出張所 50 大宮小学校

4 市役所東部出張所 51 八原小学校

5 市民窓口ステーション 52 馴柴小学校

6 保健センター 53 川原代小学校

7 松葉コミュニティセンター 54 北文間小学校

8 久保台コミュニティセンター 55 松葉小学校

9 城ノ内コミュニティセンター 56 長山小学校

10 長戸コミュニティセンター 57 馴馬台小学校

11 大宮コミュニティセンター 58 久保台小学校

12 長山コミュニティセンター 59 城ノ内小学校

13 龍ケ崎西コミュニティセンター 60 愛宕中学校

14 北文間コミュニティセンター 61 城南中学校

15 八原コミュニティセンター 62 長山中学校

16 龍ケ崎コミュニティセンター 63 城西中学校

17 川原代コミュニティセンター 64 中根台中学校

18 馴馬台コミュニティセンター 65 城ノ内中学校

19 馴柴コミュニティセンター 高校・大学 66 竜ヶ崎第一高等学校

20 中央図書館 67 竜ヶ崎第二高等学校

21 森林公園 68 竜ヶ崎南高等学校

22 ふるさとふれあい公園 69 愛国学園大学附属龍ケ崎高等学校

23 北竜台公園 70 流通経済大学

24 龍ヶ岡公園 病院 71 龍ケ崎済生会病院

25 蛇沼公園 その他 72 北竜台ショッピングセンター

26 総合運動公園 73 つくばの里工業団地

27 さんさん館（子育て支援センター） 74 龍ケ崎飛行場

28 湯ったり館

29 農業公園「豊作村」

30 文化会館

31 歴史民俗資料館

32 市民活動センター

33 市街地活力センター「まいん」

34 教育センター

35 総合福祉センター

36 地域福祉会館

37 ひまわり園

38 くりーんプラザ龍

39 市営斎場

40 竜ケ崎工事事務所

41 郵便局

42 警察署

43 消防署

44 保健所

45 法務局

46 裁判所

47 税務署
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（５）自動車保有状況 

・本市における乗用車（軽自動車含む）の保有台数は、近年は横ばい傾向となっています。 

 

   ■乗用車（軽自動車含む）の保有台数の推移 

 
   資料：茨城運輸支局・税務課 
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２－２．地域公共交通の現状 

（１）鉄道 

・市内をＪＲ常磐線と関東鉄道竜ヶ崎線の２路線が運行しており、ＪＲ常磐線佐貫駅で連絡し

ています。 

・運行本数においては、ＪＲ常磐線では上下 157 本/日（平日）運行しており、朝夕の通勤・通

学時間帯は特急も停車しています。関東鉄道竜ヶ崎線では上下 82本/日が運行しています。 

・ＪＲ常磐線佐貫駅における乗車人員は減少を続けています。一方、関東鉄道竜ヶ崎線の年間

利用者数は、平成 23 年までは減少していますが、それ以降は概ね横ばいとなっています。 

   ■鉄道ネットワーク 

 
   ■市内を運行する鉄道の運行サービス 

路線名 
運行本数 

平日 土休日 

ＪＲ常磐線 〇上野方面（上り） 
   76 本/日 
〇土浦・水戸方面（下り） 
   81 本/日 

〇上野方面（上り） 
   74 本/日 
〇土浦・水戸方面（下り） 
   71 本/日 

関東鉄道 

竜ヶ崎線 

〇佐貫駅方面（上り） 
   41 本/日 
〇竜ヶ崎駅方面（下り） 
   41 本/日 

〇佐貫駅方面（上り） 
   41 本/日 
〇竜ヶ崎駅方面（下り） 
   41 本/日 

   ■各鉄道の時刻表 
    【ＪＲ常磐線佐貫駅：平日上り】    【ＪＲ常磐線佐貫駅：平日下り】 

  

資料：JR 東日本旅客鉄道株式会社 HP、H28.3.26 改正 

時

5 38

6 03 22特と 28 36特と 46特と 48 57特と 59

7 06 14特と 17 23 28 35 41 46 52特と 55

8 02 14品 32特と 36品 56品

9 06 32品 47品

10 07 16特快品 30 47品

11 07 16特快品 30 47品

12 07 16特快品 30 47品

13 07 16特快品 30 47品

14 07 16特快品 31 48品

15 07 16特快品 40 47品

16 15 26 47 59

17 18 37 46

18 06 17 36 47

19 09 17 29 52

20 10 37 53

21 15 42

22 01 17 36 55

23 42我

0

列車種別・列車名 ： 無印＝普通　特快＝特別快速　特＝特急　と＝ときわ

行き先・経由　　 　： 無印＝上野　品＝品川　我＝我孫子

上り 時

5 57勝

6 41高 51水

7 18勝 41勝 49水

8 20勝 42 51勝 57

9 09 18勝 23 40勝 46

10 00勝 22 43水 51特快

11 10勝 22 41勝 51特快

12 06 22 42勝 50特快

13 06勝 22 42勝 50特快

14 06 22 42水 50特快

15 06水 22勝 42水 50特快

16 07勝 31勝 43

17 02勝 22 41高 59勝

18 03特と勝 22勝 40高 49特と

19 02特と高 05水 15 30勝 43勝 51特と

20 02特と勝 05日 14 23 37高 51特と勝 58

21 04特とい 14勝 33勝 45 51特と 57

22 03特と高 11高 22 42勝 54特と勝

23 06 06特と勝 17勝 35特と勝 41

0 01勝 30

列車種別・列車名 ： 無印＝普通　特快＝特別快速　特＝特急　と＝ときわ

行き先・経由　　 　： 無印＝土浦　勝＝勝田　水＝水戸　日＝日立　い＝いわき

下り
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    【関東鉄道佐貫駅（下り）】  【関東鉄道竜ヶ崎駅（上り）】 

 
 

   ■鉄道利用者数の推移 

    〇ＪＲ常磐線佐貫駅における 1日平均乗車人員 

 
 

    〇関東鉄道竜ヶ崎線の年間利用者数 

  

時

42 5

46 23 01 6

53 31 09 7

31 13 8

55 34 02 9

55 25 10

55 25 11

55 25 12

55 25 13

55 25 14

30 15

50 30 00 16

37 11 17

45 27 06 18

31 05 19

28 04 20

34 06 21

46 26 05 22

19 23

0

下り

16,842 16,746 16,316 16,239 15,743 15,497 15,429 15,553 15,370 15,017 14,550 14,030 14,001 13,833 13,377 13,459 
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資料：関東鉄道株式会社 HP 

H27.3.14 改正 

資料：JR 東日本旅客鉄道株式会社 HP 

資料：関東鉄道株式会社 

時

5 25 51

6 12 34 55

7 18 40

8 3 22 43

9 19 45

10 04 35

11 04 35

12 04 35

13 04 35

14 04 35

15 15 50

16 15 40

17 02 25 47

18 18 36 55

19 15 40

20 13 55

21 16 44

22 16 36

23 07

0

上り
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（２）路線バス 

・市内の路線バスは、関東鉄道株式会社と大利根交通自動車株式会社の２社で運行されてい

ます。 

・関東鉄道株式会社は８系統を運行し、市内完結型４系統、周辺市町を連絡する４系統によ

り、ＪＲ常磐線佐貫駅及び関東鉄道竜ヶ崎駅を中心としたネットワークを形成しています。 

・大利根交通自動車株式会社は、市南部の県道立崎羽根野線を通り、ＪＲ常磐線取手駅～利

根町立崎（北方車庫）間を結ぶ路線を運行しています。 

・深夜の帰宅に対応するため、ＪＲ常磐線佐貫駅から竜ヶ崎ニュータウンへ２路線の深夜バ

スが運行されています。 

・ＪＲ常磐線と関東鉄道竜ヶ崎線の最終列車の時刻に大きな差があるため、平成 28 年 4 月

1 日より、ＪＲ常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎駅までの深夜バスの実証運行が行われて

います。 

・市内の主要な路線を運行する関東鉄道株式会社における路線バスの利用者数は、ここ数年

は増減しながら、１日当り約 7,100 人で推移しています。 

   ■市内を運行する路線バスの概要 

事業者 系統 
運行回数 

平日 土日祝日 

関東鉄道 
株式会社 

① ニュータウン長山～ＪＲ常磐線佐貫駅 52.5 回 28.5 回 

② ニュータウン久保台～ＪＲ常磐線佐貫駅 33 回 15 回 

③ 白羽～済生会～ＪＲ常磐線佐貫駅 49 回 26 回 

④ 総合運動公園～ＪＲ常磐線佐貫駅 10 回 8 回 

⑤ 関東鉄道竜ヶ崎駅～ＪＲ常磐線取手駅 14.5 回 6 回 

⑥ 江戸崎～関東鉄道竜ヶ崎駅 6 回 5 回 

⑦ ニュータウン長山～みどり野～ＪＲ常磐線牛久駅東口 1.5 回 ── 

⑧ 運転免許センター直行バス「わかば号」 1.5 回 ── 

大利根交通

自動車株式

会社 

⑨ ＪＲ常磐線取手駅～北方車庫 52 回 39 回 

⑩ ＪＲ常磐線取手駅～もえぎ野台 7.5 回 7 回 

⑪ 
ＪＲ常磐線取手駅～羽黒～もえぎ野台 

（もえぎ野台行きのみ） 
2 本 1 本 

⑫ ＪＲ常磐線取手駅～立崎 5 回 2 回 

⑬ 
ＪＲ常磐線取手駅～羽黒（もえぎ野台通過）～立崎 

（ＪＲ常磐線取手駅行のみ） 
2 本 1 本 

⑭ ＪＲ常磐線取手駅～利根ニュータウン東 7 回 6 回 

 
 ■深夜バス等の概要 

事業者  系統 
運行本数 

平日 土日祝日 

関東鉄道 
株式会社 

⑮ 深夜バス土浦リレー号 
（ＪＲ常磐線取手駅西口～竜ヶ崎ニュータウン 

～ＪＲ常磐線土浦駅東口） 

2 本 ── 

 ⑯ 深夜バス（ＪＲ常磐線佐貫駅～若柴公園～白羽） 3 本 1 本 

 ⑰ 深夜バス（ＪＲ常磐線佐貫駅～関東鉄道竜ヶ崎駅） 

※実証運行 
2 本 ── 




